
第 8 号                                           2013 年 7 月 1 日発行 

 

Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｒｅｐｏｒｔ 

[防災調査の現場から 第 8 回] 

 

 

   

皆様が抱えているさまざまなリスクに対し、弊社では最適な保険をご提供するとともに、罹災

による損害の軽減対策もあわせてご提案致します。今回は“電気の道その 2”です。 

 

前回は電気の基本的な事柄を確認しましたが、今回はその電気によって発生する事故と原因につい 

て考えてみました。 

電気による事故は、雷に代表される自然現象による事故とネズミやヘビ、鳥の侵入、あるいは機械設 

備(電気製品を含む)そのものの欠陥によって発生する電気設備の事故の２つに分けることができます。 

まず今回は、自然現象の雷による事故の被害と対策をご紹介します。 

 

雷による被害       

雷の発生メカニズムについては、上昇気流によって積乱雲等に含まれる微細な霰 

や氷の粒が摩擦静電気を発生させ、これが一定量を超えると放電現象となって地表 

に落ちる、この現象が落雷です。 

1980 年代後半から日本列島の気温上昇に伴う雷雲の出現回数の増加により、落 

雷発生件数も増加傾向にありますが、人的被害は 1980 年代(10 年間)の死亡者数が 

79 名/受傷者 265 名(死亡率 30%)､1990 年代の死亡者数が 47 名/受傷者 174 名(死 

亡率 27%)､2000 年代の死亡者数が 29 名/受傷者 145 名(死亡率 20%)と、発生件数 

の増加とは逆に死亡者数、死亡率ともに減少しています(警察白書)。 

減少理由や死亡原因について、警察白書は「毎年の落雷事故防止活動の繰り返しによる成果」とし 

   か述べていませんが、死亡原因については、統計(National Weather Service Lightning Safety)として 

信頼性のある、米国における 2006 年～2008 年の雷による死亡者数 121 名の内訳を見ますと、木の下 

で雨宿りをしていて、その木に落ちた雷の側撃雷によって感電死しているケースが 34 名(死亡率 28%)を 

占めており、このケースは日本でも主な落雷死亡原因の一つであると考えられています。 

物的被害については、2002 年の電気学会技術報告書第 902 号報告で年間 1000 億円～2000 億円 

の被害が発生しているとされ、機械設備の高額化に伴ってその額は、年々増加傾向を示しています。 

 

 雷はどんな物にも落ちる 

○雷は人や物の区別無く、どんな物にも落ちます。 

雷による被害は、直接その物に落ちる直撃雷だけでなく、誘導雷(雷サージ) 

や瞬時電圧低下(瞬低)によっても生じます。 

例えば誘導雷(雷サージ)は、雷が電柱へ落ちた場合、減衰する前に電線 

や家庭のコンセント等を通して電化製品にまで到達することがあり、これは電 

化製品に雷が直接落ちたと同じ現象です。 

特に一般家庭の場合、ブレーカーがあってもブレーカーを飛び越えて、雷サージが直接家電品に流 
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れ込んで火災に至ることがあります。また、電力会社の変電所や送電線、あるいは鉄塔に落雷すると、 

電力設備に故障が生じ、送配電網の電圧が瞬間的に低下して製造途中の製品 

(特に、半導体製品)が不良となってしまう、所謂、瞬時電圧低下(瞬低) 現象によ 

る損害も発生します。 

近年、工場においては半導体製品を内臓したコンピュータ制御の製造設備や 

精密機器が多く使用されていることから、この雷サージによる設備自体の損害額 

も多額化してきています。 

 

  落雷対策 

ご承知の通り雷は、いつ、何処に落ちるか、予測がつかない為、確実に雷被害を避ける手段はあり 

ません。しかし、種々の対策を組合せることによって雷雲の発生状況を知り、被害の程度を少しでも 

軽減させる事が大切となります。 

 

 人的対策 

・「雷ナウキャスト※」の情報を利用して対応方法を考える。 

※2010 年 5 月から気象庁が開始した落雷予報情報のことで、日本全国を 1 ㎞四方の範囲で 1 時間 

先まで 10 分刻みの局地落雷情報を伝えるシステムです。この情報で雷の発生状況を把握し、外 

出を控える等の具体的な行動をとるようにします。 

・雷発生時に屋外にいる場合は、建物内、もしくは車の中へ避難します。雷雨から逃れようとして安易 

に大木の下で雨宿りをせず、その場に伏せるようにします。 

 

 物的対策 

(1)法令による規制 

･建築基準法(第 33 条)は、高さ 20ｍを超える建築物に避雷針の設置を義務      【避雷針】 

 付けています。 

・消防法(第 2 条 7 項)及び危険物の    【避雷設備】 

規制に関する政令(第 1 条の 11) は、      

一定数量の危険物を取扱う製造所、 

屋内貯蔵所、及び屋外タンク貯蔵所 

に避雷設備の設置を義務付けてい 

ます。 

(2)自主対策 

・企業(電力会社を含む)の場合 

生産ライン、各種制御機器、PC 等に被害が及ばないよう各種の保護機器を設置しています。 

〔例：無停電電源装置(UPS)、アレスター、落雷警報器､サージ保護機器(SPD)、非常用発電設備等〕 

・一般家庭の場合 

家電品に流れ込む雷サージによる火災を防止するために、避雷器が搭載された分電盤等の保護 

機器を設置します。 

〔例：設備サージ保護機器(コンセント)等〕  

 
次回は、小動物の侵入による電気設備の事故や電気設備そのものの欠陥によって発生する事故

についてお知らせします。 
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